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「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食の停止に係る届出期日の変更について（依頼） 

 

 現在、「ラーケーションの日」取得の５授業日前までに保護者より学校へ連絡がある場合は、

学校給食を停止できるものとしています。 

しかし、これに伴う事務負担が大きいと様々な場で意見が出ていることから、「ラーケーショ

ンの日」取得に伴う学校給食の停止に係る届出期日について、下記のとおり変更しますので、学

校内での周知及び別紙保護者あて通知を発出していただくようお願いします。 

 

記 

 

１ 変更時期について 

  令和７年９月の「ラーケーションの日」取得分から 

 

２ 変更内容について 

「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食の停止に係る届出期日の変更 

変更後 

(４月) 

保護者➡学校 「ラーケーションの日」取得の１０授業日前まで 

学校➡給食センター 給食提供日の５授業日前の午前１１時まで 

変更後 

(４月以外) 

保護者➡学校 「ラーケーションの日」取得の前月１５日まで 

学校➡給食センター 給食提供日の５授業日前の午前１１時まで 

変更前 
保護者➡学校 「ラーケーションの日」取得の５授業日前まで 

学校➡給食センター 給食提供日の２授業日前の午前１１時まで 

 

例 

「ラーケーションの日」取得日 届出期日 考え方 

令和８年４月２７日（月） 令和８年４月１３日（月） １０授業日前まで 

令和７年９月２２日（月） 令和７年８月１５日（金） 前月１５日まで 



 

３ 変更理由について 

  ・「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食停止に係る事務負担軽減のため 

  ・現行の食数報告期日では、学校給食物資がキャンセルできない場合があるため 

 

４ その他 

  ・期日を過ぎた場合は、「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食の停止はできません。 

・学校給食の停止を伴わない「ラーケーションの日」取得に係る届出期日については変更あ

りません。 

   

 

 

 

問い合わせ （ラーケーションについて）学校教育課 豊田 ５１－２８２６ 

      （学校給食の停止について）保健給食課 鈴木 ５１－２２５８ 


